
 331 289   331 276   341 360   348 084   360 067 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 21 987   22 125   23 002   23 310   24 623 6.6 6.7 6.7 6.7 6.8

 13 453   13 444   13 119   13 561   14 614 4.1 4.1 3.8 3.9 4.1

1)   80    53  ・ ・ ・ 0.0 0.0 ・ ・ ・

 1 350    65    66    65    64 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2)

2) ・  1 508   2 424   2 687   2 925 ・ 0.5 0.7 0.8 0.8

3)  7 104   7 054   7 393   6 996   7 020 2.1 2.1 2.2 2.0 1.9

1) ・ ・   49    52    51 ・ ・ 0.0 0.0 0.0

 155 377   159 272   167 576   169 548   173 368 46.9 48.1 49.1 48.7 48.1

 152 566   156 480   164 782   166 798   170 769 46.1 47.2 48.3 47.9 47.4

 74 714   75 411   78 163   80 038   81 615 22.6 22.8 22.9 23.0 22.7

被 保 険 者  37 440   37 344   38 838   39 636   40 452 11.3 11.3 11.4 11.4 11.2

被 扶 養 者  34 516   34 464   34 848   35 964   36 733 10.4 10.4 10.2 10.3 10.2

高 齢 者 4)  2 757   3 603   4 477   4 439   4 430 0.8 1.1 1.3 1.3 1.2

協 会 管 掌 健 康 保 険 5)  36 798   37 268   38 871   39 637   40 510 11.1 11.2 11.4 11.4 11.2

組 合 管 掌 健 康 保 険  28 195   28 563   29 640   30 572   31 094 8.5 8.6 8.7 8.8 8.6

船 員 保 険   211    204    210    209    205 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

国 家 公 務 員 共 済 組 合  2 192   2 152   2 153   2 181   2 210 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

地 方 公 務 員 共 済 組 合  6 405   6 306   6 345   6 460   6 585 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8

私立学校教職員共済組合   913    918    944    979   1 011 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

国　民　健　康　保　険　             77 852   81 069   86 619   86 759   89 154 23.5 24.5 25.4 24.9 24.8

高 齢 者 以 外  63 403   61 721   61 908   62 368   64 097 19.1 18.6 18.1 17.9 17.8

高 齢 者 4)  14 449   19 347   24 711   24 391   25 057 4.4 5.8 7.2 7.0 7.0

退職者医療制度（再掲)  24 278   24 899   27 888   5 664   5 526 7.3 7.5 8.2 1.6 1.5

そ　　の　　他　　                   2 811   2 792   2 793   2 750   2 599 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

 2 249   2 234   2 242   2 238   2 106 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

6)   562    558    551    512    493 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

後 期 高 齢 者 医 療 給 付 分            7)  106 353   102 325   102 785   104 273   110 307 32.1 30.9 30.1 30.0 30.6

患　者　負　担　分　　                 47 572   47 555   47 996   49 141   49 905 14.4 14.4 14.1 14.1 13.9

 4 119   4 027   4 147   4 408   4 434 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2

 43 453   43 528   43 850   44 732   45 472 13.1 13.1 12.8 12.9 12.6

軽　減　特　例　措　置 8) ・ ・ ・  1 813  1 864 ・ ・ ・ 0.5 0.5

　 2) 身体障害者福祉法、児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により負担していた医療費の一部が平成18年4月から障害者
　  　自立支援法に組み込まれた。

　  　なった。

－11－

   7) 平成20年3月に老人保健制度が廃止となり、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設された。後期高齢者医療給付分には、老人保健

      制度の請求遅れ分を含む。

   8) 平成20年4月からの70～74歳の患者の窓口負担の軽減措置に関する国庫負担分である。

注:1) 平成19年4月から、結核予防法が感染症法に統合された。 

   3) 母子保健法、児童福祉法等による医療費及び地方公共団体単独実施に係る医療費である。  

   4) 被用者保険及び国民健康保険適用の高齢者は70歳以上である。  

   5) 平成20年10月1日に全国健康保険協会が設立され、従来の政府管掌健康保険は協会管掌健康保険として全国健康保険協会が運営することと  

   6) 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、独立行政法人日本スポーツ振興センター法、防衛省職員給与法、公害健康被害の補償等

　  　に関する法律及び健康被害救済制度による救済給付による医療費である。

高 齢 者 の 一 部 負 担

福 祉 に 関 す る 法 律

障 害 者 自 立 支 援 法

そ の 他

感染症法（結核）（再掲）

医 療 保 険 等 給 付 分          　　

医     療     保     険　　　　            

被   用   者   保   険　              

労 働 者 災 害 補 償 保 険

そ の 他

全 額 自 費

公 費 ・ 保 険 又 は 後 期

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者

20年度 21年度
平　成
17年度

18年度

国　　民　　医　　療　　費　　                

公 費 負 担 医 療 給 付 分　　        

生 活 保 護 法

結 核 予 防 法

第２表　　制度区分別国民医療費及び構成割合の年次推移

制　度　区　分

推計額（億円） 構成割合（％）

平　成
17年度

18年度 19年度 21年度19年度 20年度


